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 吉井川水系では、平成29年12月に「吉井川水系河川整備計画【国管理区間】」（以下、「河川整備計画」という）を策定した。

 河川整備計画では、河川環境の整備と保全に関して、目標を記載している。

1．河川整備計画（河川環境の整備と保全に関する事項）

4.河川整備計画の目標に関する事項
4.3 河川環境の整備と保全に関する事項
4.3.1 整備の目標
(1)自然環境
吉井川水系には、流れの速い浅瀬に存在するアユ産卵場

や、アユモドキ、ゼゼラが生息する緩流域、ニホンイシガ
メ、トノサマガエルなど様々な水生生物が生息するワンド、
湿地、水際植生、河口部の護岸部に広範囲にわたって見ら
れるツメレンゲやツメレンゲを食草とするクロツバメシジ
ミなど多様な自然環境が維持されている箇所が多く存在し
ます。このため、治水対策を行う際は、多様な動植物の生
息・生育及び繁殖する区域の保全を図り、影響の低減に努
めます。

また、アユモドキの生息環境の保全のため整備した産卵
場及び隠れ場所について、今後も地域と連携し維持管理に
努めます。

さらに、海浜植物やハクセンシオマネキ等の底生生物が
生息・生育及び繁殖する干潟区間特有の河川環境を保全す
るため、干潟の維持に努めます。

加えて、特定外来生物に指定されているオオキンケイギ
クの駆除を継続的に実施するとともに、アレチウリやオオ
クチバス、ブルーギル等の外来種の生息・生育状況のモニ
タリングを行い、関係機関への情報提供に努めます。
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 河川環境の整備と保全に関する実施事項においては、「干潟の維持、ヨシ原の復元を目的とした調査・検討を実施します」「河道掘削に

おいては、多様な動植物の生息・生育及び繁殖環境となっているワンド・たまりの止水環境、湿地環境、瀬・淵を保全します」と記載。

1．河川整備計画（河川環境の整備と保全に関する事項）

5. 河川整備の実施に関する事項
5.1 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河
川管理施設等の機能の概要
5.1.3 河川環境の整備と保全に関する事項
(1)動植物の生息・生育及び繁殖環境の整備と保全
河川整備にあたっては、動植物の生息・生育及び繁殖環境に配慮した多自然川づくりに
努め、各箇所の特徴や生態系ネットワーク1)にも配慮した河川整備を推進します。
吉井川水系には多様な自然環境が残り、多様な動植物が生息・生育及び繁殖しているこ
とから、これらの環境を保全し、次世代に引き継ぐため、吉井川水系の環境の特徴を把
握・分析・評価し、河川整備を実施する際には、その影響を考慮します。また、河川環境
を整備した後は必要に応じて地域住民や関係機関と連携して経過観察等を実施し、地域の
計画やニーズを踏まえ吉井川とその周辺の良好な河川環境との調和を図った維持・保全等
を行います。具体策は以下のとおりです。
・河川水辺の国勢調査等の環境モニタリングを継続的に実施するとともに、河川整備にあ
たり、ツメレンゲ群落が広範囲に分布する範囲が築堤により改変されるため、移植によ
る保全措置を講じます。また、アイアシ群集の一部の分布域においても築堤により改変
されるため、移植による保全措置を講じます。なお、移植場所、移植方法については、
学識者や関係機関と協議を行い検討します。
・乙子のヨシ原に代表される感潮区間特有の河川環境を保全するため、学識経験者等と連
携し、ヨシ原の機能等を検証しつつ必要な保全措置を実施するとともに、干潟の維持、
ヨシ原の復元を目的とした調査・検討を実施します。
・国の天然記念物に指定されているアユモドキの生息環境の再生を目的とした、学識経験
者、地元関係者等による協議会で作成した「維持管理マニュアル」に基づき産卵場の維
持管理を実施している地域住民への支援を行います。
・河道掘削においては、平水位以上の掘削を行うことにより多様な動植物の生息・生育及
び繁殖環境となっているワンド・たまりの止水環境、湿地環境、瀬・淵を保全します。
・特定外来生物に指定されているオオキンケイギクの駆除を継続的に実施するとともに、
アレチウリやオオクチバス、ブルーギル等の外来種の生息・生育状況のモニタリングを
継続的に実施し、関係機関への情報提供を行います。
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■自然再生計画とは
・自然環境の保全と整備に関する事項を実現するため、自然再生の必要性、目標、目標達成の方法、管理・モニタ
リング計画等を定めた計画。当計画に基づき、自然再生に係る事業（＝「自然再生事業」）を実施する。

■吉井川水系自然再生計画策定に必要な検討会の設置
１．背景と課題
・平成２９年１２月に策定した河川整備計画では、「５．河川整備の実施に関する事項」として、「干潟の維持、
ヨシ原の復元を目的とした調査・検討を実施します」「河道掘削においては、多様な動植物の生息・生育及び繁
殖環境となっているワンド・たまりの止水環境、湿地環境、瀬・淵を保全します」との記載がある。

・河川環境の整備と保全は、治水を目的とした整備・管理の中で基本的な行為として実施するとともに、より積極
的に対応すべき箇所については自然再生事業において対策を講じることが重要とされる。
・令和６年５月に国土交通省水管理・国土保全局の設置する有識者検討会から「生物の生息・生育・繁殖の場とし
てもふさわしい河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方」に関して提言が出され、その中で
河川整備計画においては、「生物の生息・生育・繁殖の場」に関する定量的な目標を定め、河川環境の整備と保
全、維持管理を実施することが示された。

２．対応
・今後自然再生に関して実施する事項を検討し、自然再生計画を令和7年度に作成する。
・検討にあたっては、技術的なアドバイスや多様な意見を受ける場として、学識者、地域の代表者、行政等により
構成する「吉井川水系自然再生計画検討会」（以下、「検討会」という）を設置する。

■吉井川水系自然再生事業の範囲
吉井川、金剛川の直轄管理区間を対象とする。

■吉井川水系自然再生事業の対象期間
令和９年度から概ね１５年間とする。

2．吉井川水系自然再生計画について
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生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整
備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方検

討会資料（R6.5）より抜粋

【参考】生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備及び
流域全体としての生態系ネットワークのあり方 提言概要
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3．吉井川水系自然再生計画に位置付ける内容

自然再生計画には、以下に示す項目と主な内容を記載する。

5

主な内容小項目大項目

流域・氾濫域の概要
自然特性
主な洪水と治水対策

吉井川流域の概要第1章
吉井川流域の概要及び歴史的
変遷

河道形状
動植物の確認状況の変遷
生物生息場の分布状況の変遷
縦断方向の連続性・横断方向の連続性
外来種の生息状況

吉井川水系の河川環境の
変化

着目種、代表区間・保全区間等の選定
生物種の増減傾向と保全回復優先種の設定

河川環境の現状と課題第2章
吉井川の自然再生上の課題

吉井川の河川環境の現況評価と総合評価、方針自然再生上の課題

河川環境区分別の保全対象種・環境保全・創出メニュー
自然再生目標

自然再生目標第3章
吉井川の自然再生目標

自然再生目標に対応した事業内容自然再生事業概要第4章
自然再生計画の事業内容

対象種別の自然再生イメージ、事業実施箇所（案）自然再生事業の内容

自然再生事業のモニタリングの考え方モニタリングの考え方・方針第5章
モニタリング計画

自然再生事業のモニタリングの内容モニタリングの内容

自然再生を推進する体制に関する記述基本的な考え方第6章
自然再生計画の推進体制と地
域連携 今後の進め方今後の進め方



3．吉井川水系自然再生計画検討会の今後の進め方

・検討会は令和７年度に合計３回、さらに現地見学会を１回予定している。
・検討会の各回では、自然再生計画の項目に対し、骨子、素案、最終案といった段階を提示し議論いただく。
・検討会での説明資料の内容を文書形式にとりまとめた計画資料は第３回の検討会で合わせて提示する。

第3回検討会
【令和7年12月～1月頃】

第2回検討会
【令和7年10月9日】

第1回検討会
【令和7年7月22日】

目次構成

最終案審議

修正案審議素案審議

第1章
吉井川流域の概要及び歴史
的変遷

第2章
吉井川の自然再生上の課題

第3章
吉井川の自然再生目標

第4章
自然再生計画の事業内容

素案審議骨子提示

第5章
モニタリング計画

第6章
自然再生計画の推進体制と
地域連携

※：現地見学会（令和7年８月頃）を実施し、現地の状況を確認する 。 【９月８日に実施済】
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3．吉井川水系自然再生計画検討会の今後の進め方

全体スケジュール（案）

自然再生事業の全体スケジュール（案）

 検討会は令和７年度に３回、さらに現地見学会を１回予定している。
 令和８年度に事業評価を実施し、令和９年度から事業を実施するために、令和７年度中の計画作成完了を目標とする。
 本検討会と並行して国土技術政策総合研究所、土木研究所、本省等との協議を実施。

自然再生計画検討会

令和7年度 令和8年度 令和9年度

第1回
(7月22日）

第2回
(10月9日)

第3回
(12月～1月頃)

計画作成
完了

自然再生事業
事業評価

短期整備

明日の吉井川
を語る会

事業評価監視委員会

事業実施

第1回検討会
・現地見学会を
踏まえた修正案
の審議、
自然再生計画(案)
の提示

第2回検討会を踏
まえた最終案の
審議、
自然再生計画(案)
の決定

予算要求

自然再生計画の
目的について、
自然再生計画
概要(案)の説明

現地状況の
確認

現地見学会
(9月8日）
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